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1-3.人口の推移 

北広島市の気候は、おおむね内

陸性の気候で、北海道の中でも比

較的温暖です。 

令和元年の年間降水量は 871

㎜、最深積雪は68cmでした。 

 北広島市は、札幌市に隣接するという

地理的条件と道央の交通網の整備及び大

規模住宅団地開発等により、札幌圏の発

展と共に都市化が進み、1971 年(昭和 46

年)に人口1万人を超え、その後も順調に

増加し平成 4 年には 5 万人を突破し、平

成8年9月1日に市制を施行しています。

近年は、平成19年をピークに減少傾向に

あり、昭和40年代に開発した住宅団地で

は、高齢化も進んでいます。 

22,264 

40,853 
53,537 

61,174 60,353 59,064

0

20,000

40,000

60,000

80,000
人口

【平成19年は北広島市住民基本台帳、他は国勢調査より】 

1-2.気象 

札幌管区気象台(恵庭島松) 

1-1.位置と地勢 

北広島市は、石狩平野のほぼ中央に位置しており、

北西は道都札幌市に、北は江別市に、東は千歳川を

挟んで南幌町と長沼町に、南は恵庭市に接していま

す。ＪＲ千歳線が中央部を南北に縦断し、国道 36

号とこれに並行して道央自動車道・羊ヶ丘通が西地

区を南北に縦断しています。また、国道274号が北

西部の西の里地区を東西に横断し、東地区ではこれ

と交差する道道江別恵庭線が南北に縦断して道央圏

の重要な交通動脈になっています。 

地形は、南西部は狭く北東部に伸びて次第に広が

る形になっており、周囲は約52.5km、面積は119.05k

㎡(11,905ha)となっています。南西部の島松山を除

いては、標高 100ｍ前後の丘陵が各所に起伏してお

り、西側の丘陵上部と東側の丘陵下部で平坦地を形

成しています。また、千歳川流域や各沢地には、低

地が存在しています。 

１．北広島市の概要 

北広島市 

区分 
気温（℃） 降水量 

(㎜) 

最深 

積雪 

(cm) 平均 最高 最低 

令和元年 7.6 33.1  -23.8  871  68 

月 

 

別 

１月 -5.9  3.5 -19.3  57.5  65 

２月 -5.7  6.1 -23.8  23.0  68 

３月 0.5  12.3 -11.0  31.5  52 

４月 5.8  20.7 -7.0  27.5  0 

５月 13.1  31.4  0.7  49.5 0 

６月 15.5  26.4  5.3  97.0 0 

７月 19.2  33.1  11.1  55.5 0 

８月 20.7  32.8  11.2  194.0 0 

９月 17.2  30.7  3.1  108.0 0 

10月 11.0  23.5  -1.8 145.5 0 

11月 2.1  15.6  -12.5 37.5  12 

12月 -2.9  9.6  -15.3 44.5  6 
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2-1.都市計画のあらまし 

２．都市計画のあらまし 

 都市計画の理念は、農林漁業との調和を図りつつ、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るこ

とを目的としています。これを実現するためには、適正な制限のもとに行政と住民が協力しなが

ら健康で文化的かつ機能的な都市活動の確保など、良好な都市環境の形成と土地の合理的な利用

を図っていくことが必要とされています。 

 この都市計画を実現するための基本となるのが都市計画法であり、大きく３つに分類されてい

ます。 

 

１．土 地 利 用  市街化区域及び市街化調整区域、地域地区等 

２．都市施設の整備  道路、公園、下水道等 

３．市街地開発事業  土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業等 

 

 これらが都市計画法の手続きを経て定める｢都市計画｣になります。都市計画の決定は、広域的

な観点を要するものは都道府県知事が定め、その他のものは市町村が定めます。 

地区計画（19地区） 

第一種特別工業地区 

第二種特別工業地区 

第三種特別工業地区 

第一種特別業務地区 

第二種特別業務地区 

第三種特別業務地区 
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北広島市都市計画マスタープラン将来都市構造図 

  

 

 

 

 

 

 

都市づくりの理念・目標を実現するため、将来の都市構造を土地利用、都
市の軸線、拠点地区・核地区により設定します。 

 

 
①交通軸 
・JR千歳線、道央自動車道および主要幹線道路を市内外の人びとの交流
を支える広域的な交流軸と位置づけ、周辺市町や本市の地区間の連携強
化に活用します。 
・各地区から市の中心となっている国有林等に至る４路線などを地区間
の人びとの交流を促進する軸線と位置づけ各地区間の連携強化に活用
します。 
 
②緑の軸 

・野幌森林公園から国有林、南の里の森、富ヶ岡の森、仁別・三島の森

へと南北方向に連なる緑空間を緑の軸と位置づけ、保全、育成していき

ます。 

都市の軸

 
 
 
・JR北広島駅周辺は多様な都市機能が集積しており、交通の利便性も高い
ことから、本市の中核的な拠点地区と位置づけます。 
・５つの地区ごとに商業・業務施設や文化施設などを中心とする核を位置
づけ、地区の住民や情報が集まる地区の核づくりを進めます。 

拠点地区・核地区
 
 

 

 
・５地区の市街地からなる都市地域、市中心部にある広大な国有林をはじ
めとする森林や市街地周辺の樹林地からなる森林地域、食糧生産や国土保
全など多面的な機能をもつ農業地域が調和した都市づくりを進めます。 

土地利用 

３．都市計画マスタープラン 

3-1.都市計画マスタープラン 

 都市計画マスタープランは、市町村の都市計画に関する基本的な方針です。いろいろな都市

計画を定めるためには、｢北広島市総合計画｣を上位計画とし、北海道が定める｢札幌圏都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針（以下『区域マス』）｣との整合を図らなければなりませ

ん。 

 北広島市では、住民の意見を反映しながら平成 16 年 4 月に都市計画マスタープランを策定

しました。その後、「区域マス」の見直しや｢北広島市総合計画(第5次)｣が策定され、社会情

勢の変化や上位計画との整合を図るため、平成25年3月に改訂版を策定しました。 

都市づくりの理念 

自然とふれあい 文化をはぐくみ 人びとが紡ぐ交流の絆が 

個性ある５つの地区
ま ち

を結ぶ 快適で緑豊かな都市をめざして 

１．既成市街地の都市基盤の有効活用を基本とした、生活環境の質の向上を図ります 

２．緑豊かで快適な生活環境と活力ある都市づくりを進めます 

３．安全・安心な環境のなかで、地区ごとの個性を伸ばし育てます 

４．各地区のつながりを高める交通網の整備を進めます 

５．市の中心にある森林と周辺の空間を活用した交流機能の形成を進めます 

６．各地区の連携を強化し、北ひろしまにふさわしいコンパクトシティを目指します 

都市づくりの目標 

個性あふれる地区
ま ち

が結びついた緑豊かな都市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市の都市計画区域 

４．土地利用 

4-1.都市計画区域 

 都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計

画の基本理念を達成するために、都市計画法やその他の関連法令の規制を受ける土地の範囲

をいい、北広島市は、行政区域のすべてを都市計画区域に指定しています。 

4-2.市街化区域と市街化調整区域 

 市街化区域と市街化調整区域に区分すること(区域区分)は、無秩序な市街化を防止し、合理

的で計画的な都市へ誘導するために設けられた制度です。市街化区域は、既に市街地を形成し

ている区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域に定め、市街化調

整区域は、市街化を抑制すべき区域に定めることとされています。 

 北広島市は、現在、市街化区域1,726ha、市街化調整区域10,128haとなっています。 

北広島市の市街化区域及び市街化調整区域 

告示年月日 告 示 番 号 区 域(ha) 備  考 

昭和41年 3月30日 建設省告示第 938号 8,402  一部水田地帯除く 

昭和44年12月26日 道告示第2374号 12,105  行政区域の全域 

昭和60年 3月 7日 道告示第 326号 12,091  行政区域の変更 

平成 3年 3月28日 道告示第 451号 11,854  国土地理院の修正 

平成 5年 9月14日 道告示第1435号 11,856  国土地理院の修正 

平成11年 5月 7日 道告示第 792号 11,854  国土地理院の修正 

 

告示年月日 
告示番号 

（北海道） 

市街化 

区域 

(ha) 

市街化調

整区域

(ha) 

市街化区域編入地域（ha） 

昭和45年 7月27日 第1895号 1,064 11,041 当初 

昭和53年 6月26日 第2013号 1,159 10,946 広島東、稲穂南、輪厚の旧市街地 

昭和60年 3月 7日 第 327号 1,220 10,871 大曲のぞみ野(基礎調査による修正59ha含む) 

昭和61年 4月21日 第 606号 1,260 10,831 柏葉台団地、中の沢及び富ヶ岡の一部(広島東) 

昭和62年 3月30日 第 446号 1,368 10,723 大曲新工業団地、西の里市街地(公社、区画) 

昭和63年 3月31日 第 468号 1,397 10,694 北輪厚Ａ地区(レイトン)28.6 

平成 3年 3月28日 第 451号 1,455 10,399 
北輪厚Ａ地区1.7、四里塚6.1、第３工業団地50.3、

国土地理院修正△237(調整区域) 

平成 4年10月16日 第1628号 1,462 10,392 大曲東地区7 

平成 5年 9月14日 第1435号 1,549 10,307 
大曲東地区43.3、西の里北地区43.3、国土地理院修

正2(調整区域) 

平成 6年 3月29日 第 470号 1,557 10,299 柏葉台団地南Ｂ地区8.4 

平成 7年10月20日 第1602号 1,584 10,272 東部中学校地区26.9 

平成 9年 3月28日 第 460号 1,594 10,262 北輪厚Ｂ地区10.1 

平成11年 5月 7日 第 792号 1,594 10,260 国土地理院修正△2(調整区域) 

平成17年 3月29日 第 244号 1,647 10,207 大曲幸地区41.9、中の沢地区11.2 

平成18年 3月31日 第  311号 1,659 10,195 西の里地区11.3 

平成22年 4月 6日 第 302号 1,726 10,128 輪厚地区66.5 

 

4 

※都市計画区域は第７回区域区分見直しの際に修正予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域の変遷 

5 

平成２２年 ４月 ６日市街化区域編入 
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4-3.用途地域 

 用途地域は、将来の都市の発展に備えて市街化区域内における建築物等をそれぞれの用途

ごとに合理的に配置し、各種機能の混在を防止することにより都市全体の秩序ある発展を図

り、良好な都市環境を確保しようとする制度です。 

北広島市の用途地域指定の推移 

告示年月日 
告示番号 
(北海道) 

第1種住居

専用地域 

第2種住居

専用地域 
住居地域 

近隣 

商業 

地域 

商業 

地域 

準工

業 

地域 

工

業 

地

域 

工業 

専用 

地域 

合計 

昭和48年 6月 1日 第1707号 482.4 132.5 75.5 23 20.5 115  215 1064 

昭和51年 3月 1日 第 585号 477.8 137.5 75.5 22.6 20.2 115  215 1064 

昭和53年 6月26日 第2014号 522 170 93 23 21 115  215 1159 

昭和54年12月22日 第3987号 482 187 112 23 25 115  215 1159 

昭和58年 1月27日 第 141号 493 176 112 23 25 115  215 1159 

昭和60年 3月 7日 第 327号 533 193 93 29 26 113  233 1220 

昭和61年 4月21日 第 606号 555 201 103 29 26 113  233 1260 

昭和61年 6月30日 第1071号 554 196 120 30 27 100  233 1260 

昭和62年 3月30日 第 446号 605 206 131 30 27 100 36 233 1368 

昭和63年 3月31日 第 468号 619 221 131 30 27 100 36 233 1397 

平成 3年 3月28日 第 451号 626 221 132 30 27 100 86 233 1455 

平成 3年 9月10日 第1420号 626 215 138 30 27 100 86 233 1455 

平成 4年10月16日 第1628号 631 217 134 32 31 99 86 232 1462 

平成 5年 9月14日 第1435号 706 221 142 32 31 99 86 232 1549 

平成 6年 3月29日 第 470号 714 221 142 32 31 99 86 232 1557 

平成 7年10月20日 第1602号 722 229 149 36 31 99 86 232 1584 

告示年月日 
告示番号 
(北海道) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣 

商業 

地域 

商業 

地域 

 

地域 

工

業 

地

域 

工業 

専用 

地域 

合計 

平成 8年 3月29日 第 452号 723 0.8 195 67 40 6.1 9.1 77 32 116 86 232 1584 

平成 9年 3月28日 第 460号 727 0.8 195 70 40 6.1 9.1 77 32 119 86 232 1594 

平成11年 5月 7日 第 792号 729 0.8 194 71 40 4.1 9.1 77 32 119 86 232 1594 

平成17年 3月29日 第 244号 729 0.8 194 71 40 4.1 9.1 77 32 172 86 232 1647 

平成18年 3月31日 第 311号 729 0.8 198 71 46 4.1 9.1 79 32 172 86 232 1659 

平成18年 9月29日 第 816号 729 0.8 198 71 46 4.1 9.1 79 32 172 86 232 1659 

平成19年 2月20日 第 115号 729 0.8 198 75 46 4.1 9.1 104 32 143 86 232 1659 

平成22年 4月 6 日 第 302号 729 0.8 198 75 46 4.1 9.1 104 32 143 153 232 1726 

平成25年 3月29日 第  46号 723 0.8 198 78 46 7.0 9.1 104 32 143 153 232 1726 

平成27年12月18日 第 276号 684 36.8 200 78 47 7.0 9.1 104 32 161 153 214 1726 

 
(平成18年9月29日告示は、第１種低層住居専用地域内の変更) 

単位（ha） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4.特別用途地区（特別工業地区と特別業務地区） 

 特別用途地区は、用途地域内における一定の地区の特性にふさわしい土地利用の推進、環境

の保護等を図るために定める用途地域を補足する制限です。 

 北広島市では、現在、特別工業地区(第1種、第2種及び第3種)と特別業務地区(第1種、

第2種及び第3種)を指定しており、制限内容は条例で定めています。 

北広島市の特別用途地区指定状況 
（最終告示：平成27年12月18日 北広島市告示第277号） 

種  類 区域(ha) 指  定 禁止概要 

第１種特別

工業地区 
約５１ 

大曲の準工業地

域の一部 

・風営法の適用を受ける建築物の一部 

・ホテル又は旅館・工場の一部 

第２種特別

工業地区 
約 １５３ 

大曲、輪厚の工

業地域 

・住宅・福祉施設の一部 

・工場の一部暫定 

第３種特別

工業地区 
約１８ 

東部、大曲の準

工業地域の一部 

・住宅・学校・病院・福祉施設の一部 

・風営法の適用を受ける建築物の一部 

第１種特別

業務地区 
約１１ 

輪厚及び東部の

準工業地域の各

一部 

・住宅・学校・病院・福祉施設の一部 

・風営法の適用を受ける建築物の一部 

・工場の一部 

第２種特別

業務地区 
約１７ 

東部、西の里及

び輪厚の準工業

地域の各一部 

・風営法の適用を受ける建築物の一部 

・工場の一部 

第３種特別

業務地区 
約 ２．８ 

東部の準工業地

域の一部 

・住宅・学校 

・風営法の適用を受ける建築物の一部 

・工場の一部 

 

 

4-5.高度地区 

高度地区は、市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物間に一定の空間を

確保し、良好な住環境を形成すべく建築物の各部分の高さを規制する地区です。 

 北広島市では、現在、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の全部を指定し

ています。 

告示年月日 最終告示番号 区域：ha 

平成27年12月18日 北広島市告示第278号 約721 

7 

建築物の各部分の高さは、当

該部分から前面道路の反対

側の境界線又は、隣地境界線

までの真北方向の水平距離

に５ｍを加えた高さ以下と

することになります。 

北広島市の高度地区指定概要 
 

北側道路の反対側境界 

北側隣地境界 

1.0 

1.0 

5ｍ 
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北広島市における用途地域内の建築物の用途制限 
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4-6.準防火地域 

 準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、建築物を構造面から規制する地

域です。 

 北広島市では、現在、商業地域及び近隣商業地域の全部を指定しています。 

告示年月日 最終告示番号 区域：ha 

  約136 

 

4-7.特別緑地保全地区 

 都市計画区域内において、良好な自然

環境を形成している緑地を保全するた

めに指定しています。建築物その他の作

工物の設置、宅地造成その他の土地の区

画形質変更、木材の伐採等を規制してい

ます。 

 北広島市では、南の里特別緑地保全地

区を指定しています。 

告示年月日 当初告示番号 区域：ha 

  約183 

 

南の里特別緑地保全地区区域図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．都市施設 

 都市計画道路は、市街化区域、市街化調

整区域及び用途地域の変更と合わせて、交

通量に関する将来予測等を踏まえ良好な市

街地形成のために都市の主要な骨格をなす

道路として位置付けられたものです。 

4-8.地区計画 

 地区計画は、市民が日常生活を営む地区単位で、特性に応じた個性ある市街地の形成を図る

ために、まちづくりに必要な公園、道路等の施設や建築物等のあり方について市民参加のもと

一定ルールを定めるものです。 

 北広島市では、現在、19地区、約273haに地区計画が導入されており、制限内容は条例で定

めています。 

 

 地 区 名 
面積 

(ha) 
当初決定年月日 直近変更年月日 

制 限 内 容 地区施設 

制限の

種類 

壁面 

後退 

最低 

敷地 

垣
・
柵 

形態 
意匠 

道

路 

公園 
緑地 

1 希 望 ヶ 丘 30.3 平成 3年 3月28日 平成28年12月16日 4種類 有 有 有 有   

2 広 島 3.7 平成 4年10月16日 平成28年12月16日 1種類 有 有  有   

3 元 町 1.1 平成 4年10月16日 平成28年12月16日 1種類 有 有  有   

4 北広島駅東 11.8 平成 4年10月16日 平成28年12月16日 3種類 有 有  有   

5 大 曲 東 7.1 平成 4年10月16日 平成28年12月16日 4種類 有 有 有 有   

6 大 曲 通 43.3 平成 5年 9月14日 平成28年12月16日 4種類 有 有 有 有   

7  6.1 平成 3年 5月28日 平成27年12月18日 3種類 有 有 有 有  公1 

8  8.5 平成 6年 3月29日 平成27年12月18日 2種類 有 有 有 有  公2緑1 

9  4.9 平成 6年 9月28日 平成27年12月18日 2種類  有 有 有  公1緑7 

10  3.1 平成 7年 9月28日 平成 8年 3月29日 1種類 有 有 有 有   

11 虹 ヶ 丘 43.3 平成 7年10月20日 平成27年12月18日 4種類 有 有 有 有  緑2 

12 東部中学校 26.9 平成 7年10月20日 平成28年12月16日 3種類 有 有 有 有  公2緑5 

13 大 曲 柏 葉 1.0 平成 8年 3月29日 平成11年 5月 7日 1種類 有 有 有 有  緑1 

14 希望ヶ丘第2 10.1 平成 9年 9月26日 令和 元年 7月16日 4種類 有 有 有 有  公1 

15 中 の 沢 11.2 平成17年12月 1日  1種類 有 有  有  緑1 

16 西 の 里 11.3 平成18年 3月31日 平成28年12月16日 3種類       

17  5.9 平成18年 9月29日 平成28年12月16日 1種類  有 有 有  公1緑4 

18 大 曲 幸 41.9 平成19年 2月20日 令和 元年 7月16日 4種類 有 有  有   

19  1.8 平成27年12月18日  1種類 有   有  緑1 

 

5-1.道路 

中央通 
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地区計画の指定状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市の都市計画道路 
 

No. 
名     称 代表幅員 

(ｍ) 

延 長 

(ｍ) 
備 考 

区分 規模 番号 路 線 名 

1 1 3 2 道央自動車道 24 880 道決定 

2 3 3 36 月寒通 25  5,290 道決定 

3 3 4 38 平和通 20  210 道決定 

4 3 2 201 中央通 32  2,710 市決定 

5 3 3 202 北進通 27  3,540 市決定 

6 3 3 203 広葉通 25  1,160 市決定 

7 3 3 204 共栄通 25  3,020 道決定 

8 3 3 205 高台通 25  260 市決定 

9 3 3 206 広島本通 25  7,180 道決定 

10 3 4 207 大曲通 21  9,370 道決定 

11 3 4 208 緑陽通 18  5,520 市決定 

12 3 4 209 大曲中央通 18  1,640 道決定 

13 3 4 210 駅前通 18  1,340 道決定 

14 3 4 211 稲穂通 16  1,830 市決定 

15 3 5 212 広島公園通 14  630 市決定 

16 3 5 213 共栄西通 12  970 市決定 

17 3 5 214 コスモス通 12  1,020 市決定 

18 3 4 216 元町通 20  970 市決定 

19 3 2 217 西の里共栄通 33  1,720 道決定 

20 3 4 218 西の里白樺通 18  730 市決定 

21 3 4 219 西の里中学校通 18  470 市決定 

22 3 4 220 大曲工場通 20  1,260 市決定 

23 3 4 221 輪厚中央通 18  2,030 市決定 

24 3 4 222 輪厚中の沢通 18  410 市決定 

25 3 4 223 広島輪厚通 18  390 市決定 

26 3 4 224 本町通 18  170 市決定 

27 3 4 225 虹ヶ丘中央通 18  1,420 市決定 

28 3 1 226 羊ヶ丘通 46  5,420 道決定 

29 3 3 227 厚別東通 25  710 市決定 

30 3 4 228 大曲幸通 21  470 市決定 

31 3 3 229 西裏通 29 1,200 市決定 

32 8 6 201 共栄広島通 8  1,850 道決定 

33 8 7 202 ひまわり通 6  780 市決定 

34 8 6 203 らいらっく通 8  640 市決定 

35 8 6 204 メイプル通 8  530 市決定 

36 8 7 205 あじさい通 6  240 市決定 
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5-2.公園・緑地 

 都市計画公園・緑地は、快適な都市環境の形成、都市景観の増進、災害の防止、緊急時の避

難及び住民の健全な運動や憩い場として、有効な利用が図れるように誘致距離や規模等を考慮

して配置されます。都市計画決定されていない公園や緑地を合わせると、令和2年3月31日

現在227箇所、約248ha設置されています。 

 

NO． 種 別 番 号 公園緑地名 面積(ha) 備 考 

１ 街区公園 2・3・1201 稲穂公園 1.17 市決定 

２ 街区公園 2・2・1202 めぐみ公園 0.25 市決定 

３ 街区公園 2・2・1203 にこにこ公園 0.11 市決定 

４ 街区公園 2・2・1204 みどり公園 0.14 市決定 

５ 街区公園 2・2・1205 南ヶ丘公園 0.20 市決定 

６ 街区公園 2・2・1206 わかくさ公園 0.58 市決定 

７ 街区公園 2・2・1207 つくし公園 0.27 市決定 

８ 街区公園 2・2・1208 新富公園 0.23 市決定 

９ 街区公園 2・2・1209 日の出公園 0.22 市決定 

10 街区公園 2・2・1210 かわぞい公園 0.32 市決定 

11 街区公園 2・2・1211 なかよし公園 0.22 市決定 

12 街区公園 2・2・1212 めばえ公園 0.12 市決定 

13 街区公園 2・2・1213 わんぱく公園 0.19 市決定 

14 街区公園 2・2・1214 ひばり公園 0.24 市決定 

15 街区公園 2・2・1215 ひかり公園 0.17 市決定 

16 街区公園 2・2・1216 わらべ公園 0.10 市決定 

17 街区公園 2・2・1217 そよかぜ公園 0.37 市決定 

18 街区公園 2・2・1218 はるかぜ公園 0.29 市決定 

19 街区公園 2・2・1219 やまびこ公園 0.26 市決定 

20 街区公園 2・2・1220 あおぞら公園 0.21 市決定 

21 街区公園 2・2・1221 柏葉公園 0.58 市決定 

22 街区公園 2・2・1222 のぞみの公園 0.53 市決定 

23 街区公園 2・2・1223 すずむし公園 0.15 市決定 

24 街区公園 2・2・1224 とんぼ公園 0.23 市決定 

25 街区公園 2・2・1225 ほたる公園 0.10 市決定 

26 街区公園 2・2・1226 みつばち公園 0.15 市決定 

27 街区公園 2・2・1227 さつみ公園 0.20 市決定 

28 街区公園 2・2・1228 きらきら公園 0.15 市決定 

29 街区公園 2・2・1229 わくわく公園 0.15 市決定 

30 街区公園 2・2・1230 くるみ公園 0.31 市決定 

31 街区公園 2・2・1231 どんぐり公園 0.10 市決定 

32 街区公園 2・2・1232 のびのび公園 0.12 市決定 

33 街区公園 2・2・1233 ほのぼの公園 0.15 市決定 

34 街区公園 2・2・1234 いきいき公園 0.46 市決定 

35 街区公園 2・2・1235 すくすく公園 0.25 市決定 

36 街区公園 2・2・1236 アイリス公園 0.15 市決定 

37 街区公園 2・2・1237 クロッカス公園 0.15 市決定 
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北広島市の都市計画公園・緑地 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO． 種別 番号 公園緑地名 面積(ha) 備 考 

38 街区公園 2・2・1238 西の里南さくら公園 0.21 市決定 

39 街区公園 2・3・1239 いちい公園 1.10 市決定 

40 街区公園 2・2・1240 さいわい公園 0.15 市決定 

41 街区公園 2・2・1241 西部パーク 0.31 市決定 

42 近隣公園 3・3・351 南公園 3.60 市決定 

43 近隣公園 3・3・352 北広公園 2.70 市決定 

44 近隣公園 3・4・353 竹葉公園 4.20 市決定 

45 近隣公園 3・3・354 広島公園 1.90 市決定 

46 近隣公園 3・3・355 かぜの子公園 1.40 市決定 

47 近隣公園 3・3・356 東公園 1.90 市決定 

48 近隣公園 3・3・357 西の里公園 3.10 市決定 

49 近隣公園 3・3・358 輪厚自然公園 2.10 市決定 

50 近隣公園 3・3・359 大曲公園 2.50 市決定 

51 近隣公園 3・3・360 虹ヶ丘公園 2.20 市決定 

52 近隣公園 3・3・361 大曲東公園 1.90 市決定 

53 地区公園 4・4・351 つつじヶ丘公園 4.10 市決定 

54 総合公園 5・5・251 緑葉公園 47.80 道決定 

55 運動公園 6・5・251  34.30 市決定 

56 緑  地 251 大曲南緑地 0.40 市決定 

57 緑  地 252 共栄南緑地 0.26 市決定 

58 緑  地 253 輪厚第１緑地 3.70 市決定 

59 緑  地 254 輪厚第２緑地 5.60 市決定 

60 緑  地 255 輪厚第３緑地 2.90 市決定 

 

北広島市の都市計画公園・緑地 

5-3.下水道 

 下水道は、快適で衛生的な住民生活の確保はもとより、防災や公害の防止など住み良い生活

環境の確保に不可欠な根幹的施設です。 

 北広島市では、昭和 45 年の事業着手以来、都市施設整備の最重点施策として積極的に事業

の推進を図っており、平成31年3月31日現在、処理人口56746人、普及率97.1％となってい

ます。 

北広島市の公共下水道 

名   称 北広島市公共下水道 

当初決定年月日 昭和45年 4月13日 

最終計画変更年月日 令和 元年12月 5日 

排 水 方 式  分流式 

計 画 区 域  1,764ha 

処理場の名称 北広島下水処理センター 

処理場の面積 6.8ha 

処 理 方 法  標準活性汚泥法 

計画処理能力 32,600ｍ3/日 

計画処理人口 55,700人 

放 流 河 川  千歳川水系島松川 
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5-4.その他の都市施設 

 道路、公園、下水道の他にも都市生活を営む上で位置付けが必要な施設として、ごみ処理場

や火葬場、墓園などがあります。 

北広島市のその他の都市施設 

種  別 名  称 決定年月日 
面積又は 

延長 
施設の概要 

ごみ 

処理場 

北広島市ごみ処理場 
当初  

変更    

施設面積

1.9ha 

埋立方式、処理能力115t/日 

 

 変更   
施設面積 

6.8ha 

生ごみ24t/日 

し尿･浄化槽汚泥56t/日 

河川 輪厚川 当初   

広島本通

から上流

2,420m 

計画幅員48～100m 

火葬場 北広島市火葬場 
当初  

変更    

施設面積

0.5ha 
市営施設で、１日６体の処理可能 

墓園 北広島霊園 
当初   

変更   

施設面積

33.2ha 

市営施設で、芝生墓所 1,880 区

画、移転墓所586区画、自由墓所

1,447区画、合葬式墓地一箇所 

  

輪厚自然公園 住宅地 
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６．市街地開発事業 

6-1.市街地開発事業 

 市街地開発事業は、土地区画整理法等の個別の法律による住宅街区整備事業をいい、一定の

地域について、地方公共団体等が総合的な計画に基づき公共施設の整備と宅地又は建築物の整

備を合わせて行い、面的な市街地の開発を積極的に図ろうとするものです。 

 北広島市は、これまでに新住宅市街地開発事業と土地区画整理事業を行なっています。 

 

種  類 地 区 名 
都市計画決定 

最終告示 
 

施行 

面積

（ha） 

減歩率 

(％) 

計画 

戸数 

(戸) 

計画 

人口 

(人) 

換地処分告示 

 北広島団地 
 

 441  8,000 27,000  

 広島町駅前 
 

組合 28.1 35.7 480 1,680 

 広島町富ヶ岡 － 組合 25.5 39.4 288 1,010 

 広 島 中 央 
 

町 51.0 30.5 1,120 4,110 

 広島町稲穂南 － 組合 7.8 47.4 171 600 

 広 島 東 
 

組合 40.7 50.0 690 2,200 

 広島町大正橋 － 組合 18.7 47.5 314 1,100 

 広島町西の里 
 

組合 25.9 50.4 428 1,500 

 北広島駅東  
 

市 13.6 28.7 180 560 

  － 組合 5.6 49.5 120 350   

  
 

組合 37.4 55.9 947 2,650 

  － 組合 4.6 47.1 80 234   

  － 組合 8.5 53.7 245 620 

  
 

組合 38.6 54.8 125 350   
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北広島市イメージマスコット 
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市章 
 中央の円の中に「ひ」を図案化し、まわりの波模様と三角形によ

って、村から町、町から市へ発展する可能性を表現しています。 

lg.jp 


